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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

第一部 【企業情報】

回次 第61期中 第62期中 第63期中 第61期 第62期

会計期間

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

営業収益 
(うち受入手数料)

(千円)
2,248,387
(1,785,773)

2,445,733
(1,753,276)

2,721,738
(1,904,532)

6,055,206
(4,797,796)

5,368,998
(3,852,464)

純営業収益 (千円) 2,157,495 2,305,066 2,483,536 5,847,126 5,046,890

経常利益 (千円) 473,938 434,715 479,655 1,918,385 1,043,066

中間(当期)純利益 (千円) 293,846 436,975 517,760 848,781 854,130

持分法を適用した場合の 
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 4,727,234 4,727,234 4,727,234 4,727,234 4,727,234

発行済株式総数 (千株) 11,124 10,581 10,581 10,581 10,581

純資産額 (千円) 12,136,627 14,579,569 14,646,290 15,002,798 15,438,344

総資産額 (千円) 44,134,421 58,390,728 57,542,713 69,388,162 67,132,735

１株当たり純資産額 (円) 1,267.86 1,377.80 1,417.66 1,415.09 1,458.96

１株当たり 
中間(当期)純利益

(円) 30.27 41.30 49.33 84.19 80.72

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 20.00 20.00

自己資本比率 (％) 27.5 25.0 25.4 21.6 23.0

自己資本規制比率 (％) 526.7 499.0 541.5 484.6 525.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 4,656,602 △ 2,622,393 △ 1,920,964 4,427,444 △ 3,251,661

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 246,838 △ 37,352 79,836 △ 55,484 512,889

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △1,886,078 288,350 △ 2,399,900 △ 781,740 2,248,270

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) 6,968,568 5,170,571 2,800,253 7,540,970 7,047,743

従業員数 (名) 204 242 248 212 239
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(注) １ 営業収益及び純営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当社は、中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移

については記載しておりません。 

３ 持分法適用対象会社がないため持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。 
  

４ 自己資本規制比率は金融商品取引法第46条の６の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」の

定めにより決算数値をもとに算出したものであります。 

５ 第61期、第62期及び第63期の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、希薄化効果を有する

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

６ 第61期については、平成17年８月２日付で普通株式2.5株を１株に併合しております。 

７ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

８ 純資産額の算定にあたり、平成18年9月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。 
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２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容に重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の従業員の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 1   従業員数は就業人員であります。なお、歩合外務員(12名)、嘱託等(10名)を含んでおります。 

2  従業員数には、パート及び派遣社員は含んでおりません。 

3  営業力強化のため、定期採用、中途採用等により、平成19年９月30日現在の総人数は前事業年度末と比べ 

９名の増員となっております。  

(2) 労働組合の状況 

当社の組合は社員のみをもって組織されており、平成19年９月30日現在の組合人数は85人で、外部上

級団体には所属しておりません。 

 なお、労使関係については結成以来円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。 

  

従業員数(名) ２４８
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第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、金利上昇への懸念や、原油価格の高騰などの不安定要因はあり

ましたが、企業収益が高水準で推移する中、設備投資も引き続き増加基調にあり、長期にわたる緩やかな

景気回復が続きました。 

株式市場におきましては、前年に続き値動きの激しい展開を見せました。今年３月末17,287円をつけた

日経平均株価は、企業業績の拡大、堅調な海外株式市場、為替相場での円安傾向などを背景に上昇し、６

月上旬には３ヶ月ぶりに18,000円台を回復し、その後も、18,000円をはさんだ水準で底固く推移しました

が、７月下旬の米国のサブプライムローン問題を発端に信用収縮懸念が一段と強まり、欧米株式市場が軒

並み下落したことや、急激な円高に伴い企業収益の悪化懸念も生じたため株価は大幅に下落し、８月中旬

には15,200円台と年初来安値をつけました。その後は米国の利下げを好感し、９月末の日経平均株価は

16,785円となり、前期比で502円、率にして2.90％の下落となりました。 

このような環境の下で、当社の営業収益は27億21百万円（前年同期比111.3%）、営業費用は23億12百万

円（同111.0%）となり、経常利益は４億79百万円（同110.3%）となりました。 

主な内訳は以下のとおりであります。 

①受入手数料 

 当中間会計期間の受入手数料の合計は、19億４百万円（前年同期比108.6％）となりました。 

 （委託手数料） 

   株式委託手数料が13億43百万円（同97.9％）にとどまりました結果、委託手数料は前年同期を 

  若干下回り、13億44百万円（同97.9％）となりました。 

 （引受け・売出し手数料） 

   株式引受・売出し手数料の減少（同37.7％）を主な要因として、引受・売出し手数料は4百万円 

  （同52.7％）となりました。 

 （募集・売出し取扱手数料） 

   診療報酬債権を流動化した私募債の取扱により、債権の募集・売出し取扱手数料が74百万円 

  （同6,750.1％）となりました。また、投資信託に係る手数料も2億82百万円（同128.1％）と増加 

  したことにより、募集・売出し取扱手数料は3億57百万円（同160.4％）と大幅に伸び、委託手数料

  の減少を相殺して、受入手数料全体を増加させました。 

②金融収支 

 信用取引資産の増加及び自己融資の拡大により、信用取引収益が増加し、金融収益は４億31百万円

（前年同期比146.4％）となり、金融費用が２億38百万円（同169.3％）となりました結果、金融収支は

１億93百万円（同125.5％）となりました。  

③トレーディング損益 

 トレーディング損益は、３億85百万円（前年同期比96.9％）となりました。 

④販売費・一般管理費 

 取引関係費及び人件費の増加により、販売費・一般管理費は20億73百万円（前年同期比106.7％）と

なりました。 

⑤特別損益 

 固定資産の売却等により64百万円（前年同期比276.1％）の特別利益がありましたが、投資有価証券

評価損等により23百万円（同386.2％）の特別損失を計上した結果、41百万円（同237.3％）の利益計上

となりました。 
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(2) キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、顧客分別金の減少により資金は増加したものの、信用取引資

産と信用取引負債のネット金額の増加及び預り金の減少等により資金が減少したため、結果として19億

20百万円のマイナス（前年同期は26億22百万円のマイナス）となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入等により79百万円のプラス

（同37百万円のマイナス）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少等により23億99百万円のマイナス（同２億

88百万円のプラス）となりました。 

 以上の結果、当中間会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末残高より42億47百万円

減少し、28億円となりました。 
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２ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題について、前事業年度末に比べ重

要な変更及び新たに生じた課題はありません。 

  

３ 【経営上の重要な契約等】 

当中間会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

４ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 
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第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

 

当中間会計期間において、以下の支店を移転いたしました。 

                                                                          

 
(注) 1 ( ）は借家に対する造作費であります。 

2  金額には消費税は含まれておりません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

記載すべき事項はありません。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

記載すべき事項はありません。 

  

名称 所在地 設備の内容
帳簿価額（千円）

移転年月日
従業員数
（名）建物及び構築物 器具・備品 合計

春日部支店 埼玉県春日部市
店舗移転 （賃

借）
(14,695) 4,204 18,900 平成19年8月27日 ８

─ 8 ─



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 
  

② 【発行済株式】 

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 42,000,000

計 42,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,581,824 10,581,824
非上場・未登録に
つき該当事項なし

株主としての権利内容に制限の
ない標準となる株式

計 10,581,824 10,581,824 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】 

①-1 新株予約権方式 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、監査役、社員等及び株式会社り

そな銀行との出向契約に基づき当社業務に従事している者に対して特に有利な条件をもって新株予約権

を発行することを平成17年６月29日開催の定時株主総会及び取締役会において決議されたものでありま

す。 

 
  

(注) １ 新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、当社株式を平成17年８月２日に2.5株を１株に併合したこと

により、200株となりました。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応

じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

 
  また、時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使により新株を発行する

場合を除く。）が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１

円未満の端数は切り上げるものとする。 

 
    上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」に、「１株当たり払込金額」

を「１株当たり処分金額」にそれぞれ読み替えるものとする。 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとする。 

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

 提出日の前月末現在
(平成19年11月30日)

新株予約権の数（個）      3,639 (注)1・5   3,635 (注)1・5・6

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）   727,800 (注)1・5   727,000 (注)1・5・6

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり825  (注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成19年６月30日～
平成27年６月29日     

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格  825
 資本組入額 413

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締
役会の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項       ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

      ― ―

調整後行使価額＝調整前行使価額 × 
１

分割・併合の比率

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数
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３ ①新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、株式会社りそな銀行との出向契

約に基づき当社業務に従事している者を除き、権利行使時において当社の取締役、監査役もしくは社員等の

地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役が任期満了を理由に退任した場合、その他正当

な理由があると当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。 

②新株予約権者のうち、株式会社りそな銀行との出向契約に基づき当社業務に従事している者は、権利行使

時において当社の取締役、監査役もしくは社員等の地位にあること、または、出向契約に基づいて当社業務

に従事していることを要する。ただし、当社の取締役、監査役を任期満了を理由に退任した場合、出向期間

満了を理由に当社業務に従事していない場合、その他正当な理由があると当社取締役会が承認した場合は、

この限りではない。 

③新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めないものとする。 

④新株予約権の相続は認めないものとする。 

⑤新株予約権の権利行使期間にかかわらず、新株予約権者は、権利行使期間の始期より当社普通株式にかか

る株券が日本国内の金融商品取引所に上場され、６ヶ月の期間が経過するまで、新株予約権を行使すること

はできないものとする。 

４ 平成17年６月29日開催の定時株主総会の決議に基づき、平成17年８月２日をもって普通株式2.5株を１株に

併合したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新

株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

５ 退職者13名に対する、新株予約権の数198個と新株予約権の目的となる株式の数39,600株を減じておりま

す。 

６ 退職者１名に対する、新株予約権の数４個と新株予約権の目的となる株式の数800株を減じております。 

①-2 新株予約権方式 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の社員及び株式会社りそな銀行との出向契

約に基づき当社業務に従事している者に対して特に有利な条件を持って新株予約権を発行することを平

成17年６月29日開催の定時株主総会及び平成17年７月８日開催の取締役会において決議されたものであ

ります。 

 
  

(注) １ 新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、当社株式を平成17年８月２日に2.5株を１株に併合したこと

により、200株となりました。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応

じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

 提出日の前月末現在
(平成19年11月30日)

新株予約権の数（個）   50 (注)1・5  50 (注)1・5

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株）   10,000 (注)1・5   10,000 (注)1・5

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり825 (注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成19年６月30日～
平成27年６月29日     

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格  825
資本組入額 413

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締
役会の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項       ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

      ― ―

調整後行使価額＝調整前行使価額 × 
１

分割・併合の比率
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  また、時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使により新株を発行する

場合を除く。）が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１

円未満の端数は切り上げるものとする。 

 
    上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」に、「１株当たり払込金額」

を「１株当たり処分金額」にそれぞれ読み替えるものとする。 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとする。 

３ ①新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、株式会社りそな銀行との出向契

約に基づき当社業務に従事している者を除き、権利行使時において当社の取締役、監査役もしくは社員等の

地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役が任期満了を理由に退任した場合、その他正当

な理由があると当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。 

②新株予約権者のうち、株式会社りそな銀行との出向契約に基づき当社業務に従事している者は、権利行使

時において当社の取締役、監査役もしくは社員等の地位にあること、または、出向契約に基づいて当社業務

に従事していることを要する。ただし、当社の取締役、監査役を任期満了を理由に退任した場合、出向期間

満了を理由に当社業務に従事していない場合、その他正当な理由があると当社取締役会が承認した場合は、

この限りではない。 

③新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めないものとする。 

④新株予約権の相続は認めないものとする。 

⑤新株予約権の権利行使期間にかかわらず、新株予約権者は、権利行使期間の始期より当社普通株式にかか

る株券が日本国内の金融商品取引所に上場され、６ヶ月の期間が経過するまで、新株予約権を行使すること

はできないものとする。 

４ 平成17年６月29日開催の定時株主総会の決議に基づき、平成17年８月２日をもって普通株式2.5株を１株に

併合したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新

株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

５ 退職者1名に対する、新株予約権の数10個と新株予約権の目的となる株式の数2,000株を減じております。 

  

①-3 新株予約権方式 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の社員及び株式会社りそな銀行との出向契

約に基づき当社業務に従事している者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平

成17年６月29日開催の定時株主総会及び平成18年３月30日開催の取締役会において決議されたものであ

ります。 

 
  

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

 提出日の前月末現在
(平成19年11月30日)

新株予約権の数（個）   100 (注)1・5  100 (注)1・5

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株）   20,000 (注)1・5   20,000 (注)1・5

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり825 (注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成19年６月30日～
平成27年６月29日     

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格  825     
資本組入額 413

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締
役会の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項       ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

      ― ―
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(注) １ 新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、当社株式を平成17年８月２日に2.5株を１株に併合したこと

により、200株となりました。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応

じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

 
  また、時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使により新株を発行する

場合を除く。）が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１

円未満の端数は切り上げるものとする。 

 
    上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」に、「１株当たり払込金額」

を「１株当たり処分金額」にそれぞれ読み替えるものとする。 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとする。 

３ ①新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、株式会社りそな銀行との出向契

約に基づき当社業務に従事している者を除き、権利行使時において当社の取締役、監査役もしくは社員等の

地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役が任期満了を理由に退任した場合、その他正当

な理由があると当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。 

②新株予約権者のうち、株式会社りそな銀行との出向契約に基づき当社業務に従事している者は、権利行使

時において当社の取締役、監査役もしくは社員等の地位にあること、または、出向契約に基づいて当社業務

に従事していることを要する。ただし、当社の取締役、監査役を任期満了を理由に退任した場合、出向期間

満了を理由に当社業務に従事していない場合、その他正当な理由があると当社取締役会が承認した場合は、

この限りではない。 

③新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めないものとする。 

④新株予約権の相続は認めないものとする。 

⑤新株予約権の権利行使期間にかかわらず、新株予約権者は、権利行使期間の始期より当社普通株式にかか

る株券が日本国内の金融商品取引所に上場され、６ヶ月の期間が経過するまで、新株予約権を行使すること

はできないものとする。 

４ 平成17年６月29日開催の定時株主総会の決議に基づき、平成17年８月２日をもって普通株式2.5株を１株に

併合したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新

株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

５ 退職者３名に対する、新株予約権の数３個と新株予約権の目的となる株式の数600株を減じております。 

調整後行使価額＝調整前行使価額 × 
１

分割・併合の比率

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数
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(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

  

(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
  

      

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成19年９月30日 ― 10,581,824 ― 4,727,234 ― 1,181,808

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

富士倉庫運輸株式会社 東京都江東区枝川１丁目10番22号 720 6.81

日新製糖株式会社 東京都中央区日本橋小網町14番１号 680 6.43

東海東京証券株式会社 東京都中央区京橋１丁目７番１号 638 6.03

大栄不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町１丁目１番８号 547 5.17

株式会社しまむら 埼玉県さいたま市北区宮原町２丁目19番４号 450 4.25

のぞみ証券株式会社 東京都中央区八丁堀２丁目24番２号 444 4.19

リテラ・クレア証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目６番11号 425 4.02

蛇の目ミシン工業株式会社 東京都中央区京橋３丁目１番１号 420 3.96

日本電子計算株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目８番１号 400 3.78

東海運株式会社 東京都中央区日本橋浜町３丁目３番２号 379 3.58

計 ― 5,106 48.26
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(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 単元未満株式には、当社所有の自己株式38株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

                                    平成19年9月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

  

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式）
普通株式

    250,500
―

株主としての権利内容に制限の  
ない、標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

10,327,500
103,275 同上

単元未満株式
普通株式

3,824
― 同上

発行済株式総数 10,581,824 ― ―

総株主の議決権 ― 103,275 ―

所有者の氏名または名称 所有者の住所
自己名義所有株式数

(株）

他人名義所有株式数

(株）

所有株式数の合計

(株）

発行済株式総数に対す

る所有株式数の割合

(％)

(自己保有株式） 東京都中央区日本橋
250,500 ― 250,500 2.37

 そしあす証券株式会社 室町3-2-15

計 ― 250,500 ― 250,500 2.37
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４ 【業務の状況】 

(1) 【受入手数料の内訳】 

 
  

(2) 【トレーディング損益】 

 
  

期別 区分 株券(千円) 債券(千円)
受益証券
(千円)

その他 
(千円)

計(千円)

第62期中間会計期間
  自 平成18年４月
至 平成18年９月

委託手数料 1,372,373 245 917 ― 1,373,536

引受け・売出し手数料 8,739 480 ― ― 9,219

募集・売出しの取扱 
手数料

888 1,106 220,627 200 222,821

その他の受入手数料 26,842 255 115,314 5,286 147,698

計 1,408,843 2,086 336,859 5,486 1,753,276

第63期中間会計期間
  自 平成19年４月
至 平成19年９月

委託手数料 1,343,378 397 1,076 ― 1,344,852

引受け・売出し手数料 3,293 1,563 ― ― 4,856

募集・売出しの取扱 
手数料

64 74,663 282,721 ― 357,449

その他の受入手数料 28,717 223 158,392 10,040 197,374

計 1,375,453 76,848 442,190 10,040 1,904,532

区分

第62期中間会計期間
  自 平成18年４月
至 平成18年９月

第63期中間会計期間
 自 平成19年４月
至 平成19年９月

実現損益 
(千円)

評価損益
(千円)

計(千円)
実現損益
(千円)

評価損益 
(千円)

計(千円)

トレーディング損益

株券等トレーディング 
損益

385,928 ― 385,928 371,775
―

371,775

債券等トレーディング 
損益

646 424 1,071 2,289 29 2,318

その他のトレーディング
損益

11,056 △ 652 10,403 11,878 △741 11,137

計 397,631 △ 228 397,403 385,943 △712 385,230
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(3) 【自己資本規制比率】 

 
 

(注) １ 上記は金融商品取引法第46条の６の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」の 

         定めにより算出しております。 

    ２ 前中間会計期間の市場リスク相当額の月末平均額は728百万円、月末最大額は819百万円、取引先 

      リスク相当額の月末平均額は844百万円、月末最大額は980百万円であります。 

      当中間会計期間の市場リスク相当額の月末平均額は633百万円、月末最大額は696百万円、取引先 

      リスク相当額の月末平均額は860百万円、月末最大額は935百万円であります。 

  

区分

第62期中間会計期間末
平成18年９月30日

第63期中間会計期間末
平成19年９月30日

金額(百万円) 金額(百万円)

基本的項目 (A) 12,661 13,096

補完的項目

証券取引責任準備金 312 345

一般貸倒引当金 16 10

有価証券評価損益のうち
補完的項目に算入する額

1,918 1,549

計 (B) 2,246 1,905

控除資産 (C) 2,675 2,392

固定化されていない自己資本の額
(A)＋(B)－(C)

(D) 12,232 12,610

リスク相当額

市場リスク相当額 660 521

取引先リスク相当額 740 758

基礎的リスク相当額 1,050 1,048

計 (E) 2,450 2,328

自己資本規制比率（％） (D)/(E)×100 499.0 541.5
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(4) 【有価証券の売買等業務の状況(先物取引は除く)】 

① 株券 

  

 
(注) ( )内は外国株券を内書きしております。 

  

  

② 債券 

  

 
  

受託取引の状況 

上記取引のうち、受託取引の状況は次のとおりであります。 

 

  

区分

市場内売買高 市場外売買高

合計

受託 自己 受託 自己

株数 
(千株)

金額
(千円)

株数 
(千株)

金額
(千円)

株数
(千株)

金額
(千円)

株数
(千株)

金額 
(千円)

株数 
(千株)

金額
(千円)

第62期中間会計期間

自平成18.4.1
至平成18.9.30

523,451 451,389,374 1,362,256 2,175,295,737 1,007 291,309 35 115,479
(993)

1,886,750
(508,753)

2,627,091,902

第63期中間会計期間

自平成19.4.1
至平成19.9.30

563,953 485,495,444 1,881,659 2,623,183,430 2,063 498,635 33 133,598
(2,076)

2,447,710
(932,958)

3,109,311,109

区分 国債(千円) 地方債(千円) 特殊債(千円) 社債(千円) 外国債(千円) 合計(千円)

第62期中間会計期間
自 平成18．４．１
至 平成18．９．30

61,386 187,814 ― 156,221 227,903 633,325

第63期中間会計期間
自 平成19．４．１
至 平成19．９．30

7,969 187,874 ― 42,120 123,883 361,848

区分 国債(千円) 地方債(千円) 特殊債(千円) 社債(千円) 外国債(千円) 合計(千円)

第62期中間会計期間
自 平成18．４．１
至 平成18．９．30

― ― ― 26,894 ― 26,894

第63期中間会計期間
自 平成19．４．１
至 平成19．９．30

― ― ― 42,120 ― 42,120
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③ 受益証券 

  

 
  

  

④ その他 

  

 
  

  

(5) 【証券先物取引等の状況】 

① 株式に係る取引 

 
  

② 債券に係る取引 

 
  

区分

受託(千円) 自己(千円)

合計
(千円)

株式投信

外国投信

株式投信 公社債投信

外国投信

追加型 単位型 追加型 単位型 追加型

第62期中間会計期間
自 平成18．４．１
至 平成18．９．30

1,758,360 ― 76,871 3,484,278 ― ― ― 5,319,510

第63期中間会計期間
自 平成19．４．１
至 平成19．９．30

2,562,722
 

― 35,959 5,611,474 ―
 

―
 

― 8,210,156

区分

新株引受権証書 
(新株引受権 
証券を含む)

外国新株 
引受権証券

コマーシャル・ 
ペーパー

外国証書 その他
合計 
(千円)

受託 
(千円)

自己 
(千円)

受託 
(千円)

自己 
(千円)

受託 
(千円)

自己 
(千円)

受託 
(千円)

自己 
(千円)

受託 
(千円)

自己 
(千円)

第62期中間会計期間
自 平成18．４．１
至 平成18．９．30

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

第63期中間会計期間
自 平成19．４．１
至 平成19．９．30

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

区分

先物取引 オプション取引
合計
(千円)

受託(千円) 自己(千円) 受託(千円) 自己(千円)

第62期中間会計期間
自 平成18．４．１
至 平成18．９．30

2,151,934 961,264,675 245,123,000 61,878,000 1,270,417,609

第63期中間会計期間
自 平成19．４．１
至 平成19．９．30

2,911,094 1,088,211,700 254,887,500 199,618,000 1,545,628,294

区分

先物取引 オプション取引
合計
(千円)

受託(千円) 自己(千円) 受託(千円) 自己(千円)

第62期中間会計期間
自 平成18．４．１
至 平成18．９．30

― ― ― ― ―

第63期中間会計期間
自 平成19．４．１
至 平成19．９．30

 
― ― ―

 
― ―
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(6) 【有価証券の引受、売出し業務および募集、売出しまたは私募の取扱業務の状況】 

① 株券 

  

 
  

② 債券 

 
  

区分

引受高 売出高 募集の取扱高 売出しの取扱高 私募の取扱高

株数
(千株)

金額 
(千円)

株数
(千株)

金額
(千円)

株数
(千株)

金額
(千円)

株数
(千株)

金額 
(千円)

株数 
(千株)

金額
(千円)

第62期中間会計期間

自 平成18.４.１
至 平成18.９.30

内国株券 0 141,370 0 139,300 1 24,405 ― ― ― ―

外国株券 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

第63期中間会計期間

自 平成19.４.１
至 平成19.９.30

内国株券 33 307,160 28 256,000 0 1,780 ― ― ― ―

外国株券 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

区分
引受高
(千円)

売出高
(千円)

募集の取扱高
(千円)

売出しの取扱高
(千円)

私募の取扱高
(千円)

第62期中間会計期間
自 平成18．４．１
至 平成18．９．30

国債 ― ― 98,900 ― ―

地方債 ― ― 189,000 ― ―

特殊債 ― ― ― ― ―

社債 145,000 ― 45,000 ― ―

外国債券 ― ― ― ― ―

合計 145,000 ― 332,900 ― ―

第63期中間会計期間
自 平成19．４．１
至 平成19．９．30

国債 ― ― 260,560 ― ―

地方債 ― ― 188,000 ― ―

特殊債 ― ― ― ― ―

社債 215,000 ― 194,000 ― ―

外国債券 ― ― ― ― 2,560,000

合計 215,000 ― 642,560 ― 2,560,000
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③ 受益証券 

 
  

④ その他 

 
  

区分
引受高
(千円)

売出高
(千円)

募集の取扱高
(千円)

売出しの 
取扱高(千円)

私募の取扱高
(千円)

第62期中間会計期間
自 平成18．４．１
至 平成18．９．30

株式 
投信

単位型 ― ― 962,670 ― ―

追加型 ― ― 9,310,225 ― 69,750

公社債
投信

単位型 ― ― ― ― ―

追加型 ― ― 8,696,421 ― ―

外国投信 ― ― 646,419 ― ―

合計 ― ― 19,615,736 ― 69,750

第63期中間会計期間
自 平成19．４．１
至 平成19．９．30

株式 
投信

単位型 ― ― 953,620 ― ―

追加型 ― ― 13,847,582 ― 69,639

公社債
投信

単位型 ― ― ― ― ―

追加型 ― ― 18,480,469 ― ―

外国投信 ― ― 266,785 ― ―

合計 ― ― 33,548,457 ― 69,639

区分 引受高(千円) 売出高(千円)
募集の取扱高

(千円)
売出しの 

取扱高(千円)
私募の取扱高

(千円)

第62期中間会計期間
自 平成18．４．１
至 平成18．９．30

コマーシャル・ 
ペーパー

― ― ― ― ―

外国証書 ― ― ― ― ―

その他 ― ― ― ― ―

第63期中間会計期間
自 平成19．４．１
至 平成19．９．30

コマーシャル・ 
ペーパー

3,200,000 ― ― ― 3,200,000

外国証書 ― ― ― ― ―

その他 ― ― ― ― ―
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第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後

の「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間

財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条・第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す

る内閣府令」(平成19年８月６日内閣府令第52号)及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」(昭

和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則)に準拠して作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則並びに同規則第38条・第57条の規定に基づき、「証券会社に関する内閣府令」(平成10年総理府令・

大蔵省令第32号）及び「証券経理の統一について」(昭和49年11月14日付日本証券業協会理事会決議）

に準拠して作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９

月30日まで)の中間財務諸表について、並びに金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中

間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の中間財務諸表について、新日本監査法人に

より中間監査を受けております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

 当社には、子会社がないため中間連結財務諸表は作成しておりません。 
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１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 
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２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

流動資産

 現金・預金 5,210,571 2,800,253 7,047,743

 預託金 9,060,018 11,302,182 12,532,182

 トレーディング商品 64,008 67,853 79,924

  商品有価証券等 ※５ 64,008 67,853 79,853

    デリバティブ取引 ― ― 71

 約定見返勘定 ※６ 45,494 22,533
―

 営業投資有価証券 34,410 31,635 34,410

 信用取引資産 35,134,908 35,766,299 39,109,407

  信用取引貸付金 34,827,548 35,427,199 38,778,850

  信用取引借証券担保金 307,359 339,100 330,556

 立替金 1,435 5,617 4,539

 募集等払込金 239,639 368,728 247,490

 短期差入保証金 ※２ 10,720 50,000 1,052

  繰延税金資産 ― 81,826 ―

 その他の流動資産 484,234 518,191 508,494

 貸倒引当金 △16,265 △ 10,439 △ 17,636

   流動資産計 50,269,176 86.1 51,004,682 88.6 59,547,609 88.7

固定資産

 有形固定資産 ※１ 222,163 191,934 283,798

 無形固定資産 201,722 159,367 165,773

 投資その他の資産 7,697,666 6,186,728 7,135,553

  投資有価証券 ※2・3 6,836,889 5,205,186 6,336,476

  その他の投資等 884,165 983,992 801,574

  貸倒引当金 △ 23,388 △ 2,450 △ 2,498

   固定資産計 8,121,552 13.9 6,538,030 11.4 7,585,125 11.3

   資産合計 58,390,728 100.0 57,542,713 100.0 67,132,735 100.0
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前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

流動負債

 トレーディング商品 1,436 670 ―

  商品有価証券等 ※５ 668 ― ―

  デリバティブ取引 767 670 ―

  約定見返り勘定
※６

― ― 6,216

 信用取引負債 28,114,189 26,310,352 32,817,575

  信用取引借入金 ※２ 27,589,528 25,419,166 31,826,754

  信用取引貸証券受入金 524,661 891,185 990,820

 預り金 7,805,299 8,046,812 8,508,845

 受入保証金 2,886,860 4,229,162 3,463,044

 短期借入金 ※２ 2,340,000 2,400,000 4,300,000

 未払法人税等 21,173 86,356 416,124

 賞与引当金 120,000 150,658 201,000

 役員賞与引当金 ― 6,553 19,000

 偶発損失引当金 80,000 34,333 52,003

 その他の流動負債 226,088 195,017 218,428

   流動負債計 41,595,048 71.2 41,459,915 72.1 50,002,239 74.5

固定負債

 繰延税金負債 1,315,861 406,658 708,994

 退職給付引当金 476,834 532,996 506,003

 役員退職慰労引当金 97,000 137,300 117,600

 その他の固定負債 14,000 14,000 14,000

   固定負債計 1,903,695 3.3 1,090,954 1.9 1,346,597 2.0

特別法上の準備金 ※８

 証券取引責任準備金 312,413 345,552 345,552

   特別法上の準備金計 312,413 0.5 345,552 0.6 345,552 0.5

   負債合計 43,811,158 75.0 42,896,423 74.6 51,694,390 77.0

(純資産の部)

株主資本

 資本金 4,727,234 8.1 4,727,234 8.2 4,727,234 7.1

 資本剰余金

  資本準備金 1,181,808 1,181,808 1,181,808

  その他資本剰余金 898,565 898,565 898,565

   資本剰余金合計 2,080,373 3.6 2,080,373 3.6 2,080,373 3.1

 利益剰余金

  その他利益剰余金

    別途積立金 832,147 832,147 832,147

    繰越利益剰余金 5,021,818 5,745,099 5,438,973

   利益剰余金合計 5,853,966 10.0 6,577,246 11.4 6,271,121 9.3

 自己株式 △ 12 △0.0 △ 288,358 △0.5 △ 92 △0.0

   株主資本合計 12,661,561 21.7 13,096,496 22.7 13,078,636 19.5

評価・換算差額等

 その他有価証券評価差額金 1,918,008 3.3 1,549,793 2.7 2,359,708 3.5

   評価・換算差額等合計 1,918,008 3.3 1,549,793 2.7 2,359,708 3.5

   純資産合計 14,579,569 25.0 14,646,290 25.4 15,438,344 23.0

   負債純資産合計 58,390,728 100.0 57,542,713 100.0 67,132,735 100.0
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② 【中間損益計算書】 

 

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比 
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

営業収益

 受入手数料 1,753,276 71.7 1,904,532 70.0 3,852,464 71.8

  委託手数料 1,373,536 1,344,852 2,955,083

  引受け・売出し手数料 9,219 4,856 52,407

  募集・売出しの取扱手数料 222,821 357,449 523,888

  その他の受入手数料 147,698 197,374 321,085

 トレーディング損益 ※１ 397,403 16.2 385,230 14.1 891,883 16.6

 金融収益 295,054 12.1 431,975 15.9 624,649 11.6

   営業収益計 2,445,733 100.0 2,721,738 100.0 5,368,998 100.0

金融費用 140,667 5.8 238,202 8.8 322,107 6.0

   純営業収益 2,305,066 94.2 2,483,536 91.2 5,046,890 94.0

販売費・一般管理費 1,943,132 79.4 2,073,926 76.2 4,103,958 76.5

 取引関係費 376,840 449,002 824,282

 人件費 1,072,143 1,137,419 2,296,109

 不動産関係費 199,245 184,953 386,727

 事務費 197,553 203,861 402,942

 減価償却費 ※２ 40,402 45,476 84,349

 租税公課 23,162 23,310 46,041

 その他 33,784 29,903 63,504

   営業利益 361,933 14.8 409,609 15.0 942,931 17.5

営業外収益 ※３ 115,042 4.7 83,517 3.1 149,498 2.8

営業外費用 ※４ 42,260 1.7 13,471 0.5 49,364 0.9

   経常利益 434,715 17.8 479,655 17.6 1,043,066 19.4

特別利益 23,406 0.9 64,619 2.4 279,471 5.2

  固定資産売却益 ― 54,205 ―

 貸倒引当金戻入 2,404 7,244 1,082

 投資有価証券売却益 20,975 ― 258,057

 偶発損失引当金戻入 ― 3,170 20,331

 証券取引責任準備金戻入 26 ― ―

特別損失 6,089 0.2 23,519 0.9 42,776 0.8

 固定資産売却損 ― 2,505 ―

 投資有価証券評価損 ― 18,240 1,074

  投資有価証券売却損 ― ― 2,299

 営業投資有価証券評価損 6,089 2,774 6,089

 施設利用会員権評価損 ― ― 200

 証券取引責任準備金繰入 ― ― 33,112

   税引前中間(当期)純利益 452,032 18.5 520,755 19.1 1,279,761 23.8

   法人税、住民税及び事業税 15,057 0.6 84,821 3.1 425,631 7.9

   法人税等調整額 ― ― △ 81,826 △3.0 ― ―

   中間(当期)純利益 436,975 17.9 517,760 19.0 854,130 15.9
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③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

                                          

 

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金 

合計

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計
別途積立金

繰越利益 

剰余金

平成18年３月31日残高 

(千円）
4,727,234 1,181,808 898,565 2,080,373  832,147  4,825,079  5,657,227 ― 12,464,835

中間会計期間中の 

変 動 額

 剰余金の配当 △ 211,636 △ 211,636 △211,636

 利益処分による 

 役 員 賞 与
△ 28,600 △ 28,600 △28,600

 中間純利益 436,975 436,975 436,975

 自己株式の取得 △ 12 △ 12

 株主資本以外の項目 

 の中間会計期間中の 

 変動額(純額）

中間会計期間中の変動

額合計(千円)
― ― ― ― ― 196,739  196,739  △ 12 196,726

平成18年９月30日残高 

(千円）
4,727,234 1,181,808 898,565 2,080,373 832,147 5,021,818 5,853,966 △ 12 12,661,561

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 

評価差額金

評価・換算差額等 

合計

平成18年３月31日残高

(千円）
2,537,963 2,537,963 15,002,798

中間会計期間中の 

変 動 額

 剰余金の配当 △ 211,636

 利益処分による 

 役 員 賞 与
△ 28,600

 中間純利益 436,975

 自己株式の取得 △ 12

 株主資本以外の項目 

 の中間会計期間中の 

 変動額(純額）

△ 619,955 △ 619,955 △ 619,955

中間会計期間中の変動

額合計(千円)
△ 619,955 △ 619,955 △ 423,228

平成18年９月30日残高

(千円）
1,918,008 1,918,008 14,579,569
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当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

                                          

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金 

合計

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計
別途積立金

繰越利益 

剰余金

平成19年３月31日残高 

(千円）
4,727,234 1,181,808 898,565 2,080,373 832,147 5,438,973 6,271,121 △ 92 13,078,636

中間会計期間中の 

変 動 額

 剰余金の配当 △ 211,634 △ 211,634 △ 211,634

 中間純利益 517,760 517,760 517,760

 自己株式の取得 △ 288,265 △ 288,265

 株主資本以外の項目 

 の中間会計期間中の 

 変動額(純額）

中間会計期間中の変動

額合計(千円)
― ― ― ― ― 306,125  306,125  △ 288,265 17,860

平成19年９月30日残高 

(千円）
4,727,234 1,181,808 898,565 2,080,373 832,147 5,745,099 6,577,246 △ 288,358 13,096,496

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 

評価差額金

評価・換算差額等 

合計

平成19年３月31日残高

(千円）
2,359,708 2,359,708 15,438,344

中間会計期間中の 

変 動 額

 剰余金の配当 △ 211,634

 中間純利益 517,760

 自己株式の取得 △ 288,265

 株主資本以外の項目 

 の中間会計期間中の 

 変動額(純額）

△ 809,914 △ 809,914 △ 809,914

中間会計期間中の変動

額合計(千円)
△ 809,914 △ 809,914 △ 792,054

平成19年９月30日残高

(千円）
1,549,793 1,549,793 14,646,290
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前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 

 
  

  

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金 

合計

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計
別途積立金

繰越利益 

剰余金

平成18年３月31日残高 

(千円）
4,727,234 1,181,808 898,565 2,080,373  832,147  4,825,079  5,657,227  ― 12,464,835 

事業年度中の 

変 動 額

 剰余金の配当 △ 211,636 △ 211,636 △ 211,636

 利益処分による 

 役 員 賞 与
△ 28,600 △ 28,600 △ 28,600

 当期純利益 854,130 854,130 854,130

 自己株式の取得 △ 92 △ 92

 株主資本以外の項目 

 の事業年度中の 

 変動額(純額）

事業年度中の変動額 

合計(千円)
― ― ― ― ― 613,894 613,894 △ 92 613,801

平成19年3月31日残高 

(千円）
4,727,234 1,181,808 898,565 2,080,373 832,147 5,438,973 6,271,121 △ 92 13,078,636

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 

評価差額金

評価・換算差額等 

合計

平成18年３月31日残高

(千円）
2,537,963 2,537,963 15,002,798

事業年度中の 

変 動 額

 剰余金の配当 △ 211,636

 利益処分による 

 役 員 賞 与
△ 28,600

 当期純利益 854,130

 自己株式の取得 △ 92

 株主資本以外の項目 

 の事業年度中の 

 変動額(純額）

△ 178,254 △ 178,254 △ 178,254

事業年度中の変動額合

計(千円)
△ 178,254 △ 178,254 435,546

平成19年３月31日残高

(千円）
2,359,708 2,359,708 15,438,344
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④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 
  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

   税引前中間(当期)純利益 452,032 520,755 1,279,761

   減価償却費 40,402 45,476 84,349

   貸倒引当金の増減額 △ 2,404 △ 7,244 △ 21,924

   賞与引当金の増減額 △ 157,000 △ 50,341 △ 76,000

   役員賞与引当金の増減額 ― △ 12,446 19,000

   退職給付引当金の増減額 △ 28,475 26,992 693

   役員退職慰労引当金の
   増減額

9,900 19,700 30,500

   証券取引責任準備金の
   増減額

△ 26 ― 33,112

   受取利息及び受取配当金 △ 401,418 △ 505,700 △ 756,874

   支払利息 140,119 231,899 317,979

   為替差損益 △ 996 6,460 2,726

   投資有価証券評価損 ― 18,240 1,074

   投資有価証券売却益 △ 20,975
―

△ 258,057

   投資有価証券売却損 ― ― 2,299

   有形固定資産売却損 ― 2,324 ―

   有形固定資産売却益 ― △ 51,700
―

   偶発損失引当金の戻入 ― △ 3,170 △ 20,331

   顧客分別金信託の増減額 1,640,000 1,230,000 △ 1,832,164

   トレーディング商品の
   増減額

△ 6,980 12,741 △ 24,333

   約定見返勘定の増減額 △ 24,591 △ 28,749 27,119

   営業投資有価証券の増減額 6,089 2,774 6,089

   信用取引資産・負債の
   増減額

△ 2,062,444 △ 3,164,115 △ 1,333,557

   立替金及び預り金の増減額 △ 656,055 △ 463,062 65,276

   受入保証金の増減額 △ 437,741 717,170 138,100

   役員賞与の支払額 △ 28,600 ― △ 28,600

   その他 △ 264,600 △ 289,809 △ 252,280

    小計 △ 1,803,777 △ 1,741,804 △ 2,596,042

   利息及び配当金の受取額 375,242 467,689 738,179

   利息の支払額 △ 129,911 △ 231,879 △ 313,616

   訴訟和解金の支払額 ― △ 14,500 △ 7,665

   法人税等の支払額 △ 1,063,946 △ 400,469 △ 1,072,516

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー

△ 2,622,393 △ 1,920,964 △ 3,251,661
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前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

   定期預金の払戻 
   による収入

― ― 40,000

   投資有価証券の取得 
   による支出

― ― △ 14,250

   投資有価証券の売却 
   による収入

27,400 ― 605,226

   有形固定資産の取得 
   による支出

△ 59,653 △ 31,866 △ 88,369

   有形固定資産の売却 
   による収入

― 151,602 ―

   無形固定資産の取得 
   による支出

△ 29,586 △ 16,516 △ 70,696

   長期差入保証金の差入
   による支出

△ 11,896 △ 15,487 △ 12,789

   長期差入保証金の返還
   による収入

30,289 580 34,306

   その他 6,094 △ 8,475 19,462

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー

△ 37,352 79,836 512,889

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

   短期借入金の増減額(純額) 500,000 △ 1,900,000 2,460,000

   自己株式の取得による支出 △ 12 △ 288,265 △ 92

   配当金の支払額 △ 211,636 △ 211,634 △ 211,636

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー

288,350 △ 2,399,900 2,248,270

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

996 △ 6,460 △ 2,726

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
  (又は減少額△)

△ 2,370,399 △ 4,247,489 △ 493,227

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

7,540,970 7,047,743 7,540,970

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※ 5,170,571 2,800,253 7,047,743
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ トレーディングの目的

および範囲ならびに評

価基準および評価方法

当社は時価の変動または市場間の

格差等を利用して利益を得ること

ならびにその損失を減少させるこ

とを目的として自己の計算におい

て行う、有価証券の売買取引、有

価証券指数等先物取引、有価証券

オプション取引、外国市場証券先

物取引およびその他の取引等をト

レーディングと定め、時価法を採

用しております。 

 

当社は時価の変動または市場間の

格差等を利用して利益を得ること

ならびにその損失を減少させるこ

とを目的として自己の計算におい

て行う、有価証券の売買取引、市

場デリバティブ取引、外国市場デ

リバティブ取引およびその他の取

引等をトレーディングと定め、時

価法を採用しております。

当社は時価の変動または市場間の

格差等を利用して利益を得ること

ならびにその損失を減少させるこ

とを目的として自己の計算におい

て行う、有価証券の売買取引、有

価証券指数等先物取引、有価証券

オプション取引、外国市場証券先

物取引およびその他の取引等をト

レーディングと定め、時価法を採

用しております。

２ トレーディング関連以

外の有価証券等の評価

基準および評価方法

(1) その他有価証券 

 ① 時価のあるもの

中間決算期末日前1ヶ月

の市場価格等の平均に基

づく時価法を採用してお

ります。(評価差額は全

部純資産直入法により処

理。売却原価は移動平均

法により算定）

 ② 時価のないもの

移動平均法による原価法

を採用しております。

(1) その他有価証券

 ① 時価のあるもの

  同左 

  

  

  

  

  

 

 ② 時価のないもの

     同左

(1) その他有価証券

 ① 時価のあるもの

決算期末前１ヶ月の市場

価格等の平均に基づく時

価法を採用しておりま

す。(評価差額は全部純

資産直入法により処理。

売却原価は移動平均法に

より算定)

 ② 時価のないもの

 同左

(2) デリバティブ 

  時価法 

 

(2) デリバティブ

同左

(2) デリバティブ

同左

３ 固定資産の減価償却の

方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物附属設

備は除く)については定額法

を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物 ３～50年

器具備品 ３～20年

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物附属設備

は除く)については定額法を採

用しております。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物 ３～50年

器具備品 ３～20年

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物附属設

備は除く)については定額法

を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物 ３～50年

器具備品 ３～20年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(会計方針の変更） 

法人税法の改正（(所得税法等

の一部を改正する法律 平成

19年３月30日 法律第６号）

及び(法人税法施行令の一部を

改正する政令 平成19年３月

30日 政令第83号)）にともな

い、当中間会計期間から、平

成19年４月１日以降に取得し

たものについては、改正後の

法人税法に基づく方法に変更

しております。なお、当該変

更にともなう損益に与える影

響は、軽微であります。

(追加情報） 

当中間会計期間から平成19年

３月31日以前に取得したもの

については、償却可能限度額

まで償却が終了した翌年から

５年間で均等償却する方法に

よっております。当該変更に

ともなう損益に与える影響

は、軽微であります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産及び長期前払 

    費用

定額法によっております。な

お、ソフトウェア(自社利用

分)については社内における

利用可能期間(５年)に基づく

定額法によっております。

(2) 無形固定資産及び長期前払 

   費用

            同左

(2) 無形固定資産及び長期前払

費用

           同左
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項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 引当金及び準備金の計

上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。 

 

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支払

いに備えるため当社所定の

計算方法により算出した支

給見込額のうち、当中間期

において負担すべき額を計

上しております。 

 

(2) 賞与引当金 

       同左 

 

 

 

 

 

 

(3) 役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支払に備

えるため、支給見込額のう

ち、当中間期において負担す

べき額を計上しております。

なお、従来賞与引当金に含め

ておりました執行役員に対す

る賞与引当金2,563千円を含ん

でおります。 

 

(2) 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支払

いに備えるため当社所定の

計算方法により算出した支

給見込額のうち、当期にお

いて負担すべき額を計上し

ております。 

 

(3) 役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支払に

備えるため、支給見込額を

計上しております。なお、

従来賞与引当金に含めてお

りました執行役員に対する

賞与引当金7,300千円を含ん

でおります。 

 

(3) 偶発損失引当金  

従業員の不正等に伴う顧客

への今後の損害賠償金の支

払に備えるため、その経過

等の状況に基づく損失見積

額を計上しております。 

 

(4) 偶発損失引当金     

同左

(4) 偶発損失引当金     

同左

(4) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるた

め、退職給付会計に関する実

務指針(中間報告)(日本公認

会計士協会会計制度委員会報

告第13号)に定める簡便法(期

末自己都合要支給額を退職給

付債務とする方法)により、

当中間会計期間末において発

生していると認められる額を

計上しております。

(5) 退職給付引当金

同左

(5) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるた

め、退職給付会計に関する実

務指針(中間報告)(日本公認

会計士協会会計制度委員会報

告第13号)に定める簡便法(期

末自己都合要支給額を退職給

付債務とする方法)により、

当期末において発生している

と認められる額を計上してお

ります。

(5) 役員退職慰労引当金

  役員に対する退職慰労金の支

払に備えるため、内規に基づ

き計算した中間期末要支給額

を計上しております。

(6) 役員退職慰労引当金

  役員に対する退職慰労金の支

払に備えるため、内規に基づ

き計算した中間期末要支給額

を計上しております。なお、

執行役員に対する退職慰労引

当金を含んでおります。 

 

(6) 役員退職慰労引当金

  役員に対する退職慰労金の支

払に備えるため、内規に基づ

き計算した期末要支給額を計

上しております。なお、執行

役員に対する退職慰労引当金

を含んでおります。

(6）特別法上の準備金 

証券取引責任準備金 

証券事故による損失に備える

ため、証券取引法第51条の規

定に基づき、「証券会社に関

する内閣府令」第35条に定め

るところにより算出した額を

計上しております。

(7) 特別法上の準備金 

証券取引責任準備金 

証券事故による損失に備える

ため、旧証券取引法第51条の

規定の基づき、旧「証券会社

に関する内閣府令」第35条に

定めるところにより算出した

額を計上しております。

(7) 特別法上の準備金 

証券取引責任準備金 

証券事故による損失に備える

ため、証券取引法第51条の規

定に基づき、「証券会社に関

する内閣府令」第35条に定め

るところにより算出した額を

計上しております。
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項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

５ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

同左 同左

６ 中間キャッシュ・フロ

ー計算書(キャッシュ・

フロー計算書)における

資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期の到来する

流動性が高く、容易に換金可能で

あり、かつ価値の変動について僅

少なリスクしか負わない短期的な

投資からなっております。

同左 同左

７ その他の中間財務諸表

(財務諸表)作成のため

の基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。

消費税等の会計処理方法

同左

消費税等の会計処理方法

同左
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会計処理の変更 

  

 
  

表示方法の変更  

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等） 

 当中間会計期間から「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」(企業会計

基準委員会 平成17年12月９日企業会計基

準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 企

業会計基準適用指針第８号）を適用してお

ります。これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は14,579,569千円であります。 

中間財務諸表等規則の改正により、当中間

会計期間における中間財務諸表は改正後の

中間財務諸表等規則により作成しておりま

す。 

 

 

      ―――――――― 

 

 

 

 

      ―――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ―――――――― 

 

 

 

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等） 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」(企業会計基準

委員会 平成17年12月９日企業会計基準第

５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」(企業会

計基準委員会 平成17年12月９日 企業会

計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響はありま

せん。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は15,438,344千円であります。 

財務諸表等規則の改正により、当事業年度

における財務諸表は、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

当事業年度から「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17年11月

29日 企業会計基準第4号）を適用しており

ます。この変更にともない販売費・一般管

理費が11,700千円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益は同額減少して

おります。

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年９月30日)

（中間キャッシュ・フロー計算書）  

 前中間会計期間まで、「営業活動によるキャッシュ・フロー」

の「その他」に含めて表示しておりました「受入保証金の増減

額」(前中間会計期間△133,187千円）については、重要性が増し

たため当中間会計期間から区分掲記しております。

                        

 

           ―――――――――
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産より控除した

   減価償却累計額

446,024千円

※１ 有形固定資産より控除した

   減価償却累計額

380,769千円

※１ 有形固定資産より控除した

   減価償却累計額

469,185千円

 

 

※２ 担保資産の対象となる債務

千円

短期借入金 300,000

信用取引借入金 27,589,528

計 27,889,528

   上記債務に対し、下記の資産

を担保に供しております。

投資有価証券 1,548,658千円

     (注) 中間貸借対照表に

計上されている上記資産

のほか、自己融資の本担

保証券1,539,386千円及び

受入保証金代用有価証券

10,585,944千円を上記債

務の担保に供しておりま

す。

     なお、信用取引借入金

の 本 担 保 証 券 は 

27,589,528千円でありま

す。

 

 

※２ 担保資産の対象となる債務

千円

短期借入金 100,000

信用取引借入金 25,419,166

計 25,519,166

   上記債務に対し、下記の資産

を担保に供しております。

投資有価証券 1,424,525千円

差入保証金 50,000千円

     (注) 中間貸借対照表に

計上されている上記資産

のほか、自己融資の本担

保証券1,422,434千円及び

受入保証金代用有価証券

8,555,167千円を上記債務

の担保に供しておりま

す。

     なお、信用取引借入金

の 本 担 保 証 券 は

26,561,523千円および信

用取引貸証券1,000,538千

円であります。

 

 

※２ 担保資産の対象となる債務

千円

短期借入金 300,000

信用取引借入金 31,826,754

計 32,126,754

   上記債務に対し、下記の資産

を担保に供しております。

投資有価証券 1,692,031千円

    (注) 貸借対照表に計上

されている上記資産のほ

か、自己融資の本担保証

券2,155,072千円及び受入

保 証 金 代 用 有 価 証 券

11,182,995千円を上記債

務の担保に供しておりま

す。

     なお、信用取引借入金

の 本 担 保 証 券 は

31,826,754千円でありま

す。 

 

※３ 先物取引等の証拠金として、

投資有価証券320,656千円及

び自己融資の本担保証券

75,240千円を差入れておりま

す。また、証券金融会社から

の借証券の担保として、自己

融資の本担保証券4,602千円

を差入れております。 

 

※３ 先物取引等の証拠金として、

投資有価証券340,863千円を

差入れております。また、証

券金融会社からの借証券の担

保として、自己融資の本担保

証券15,793千円を差入れてお

ります。

※３ 先物取引等の証拠金として、

投資有価証券306,160千円及

び自己融資の本担保証券

99,084千円を差入れておりま

す。また、証券金融株式会社

からの借証券の担保として、

自己融資の本担保証券6,398

千円を差入れております。 

 

 

 ４ 差入れを受けた有価証券等

千円

信用取引貸付金
の本担保証券

31,316,168

受入証拠金
代用有価証券

912,100

受入保証金
代用有価証券

30,873,072

 ４ 差入れを受けた有価証券等

千円

信用取引貸付金
の本担保証券

30,913,230

信用取引借証券 476,406

受入証拠金
代用有価証券

936,701

受入保証金
代用有価証券

29,218,310
 

 ４ 差入れを受けた有価証券等

千円

信用取引貸付金
の本担保証券

37,821,740

受入証拠金
代用有価証券

940,304

受入保証金
代用有価証券

31,447,521
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前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

 

 

※５ 商品有価証券等の内訳は次の

とおりであります。

  資産

              千円

株券 521

債券 63,486

計 64,008

    
 負債

              千円

株券 668

計 668

 

※５ 商品有価証券等の内訳は次の

とおりであります。

  

              千円

株券 ―

国債 67,853

計 67,853

   
 

        

        ―――

 

※５ 商品有価証券等(流動資産)の

内訳は次のとおりでありま

す。

千円

株券 ―

国債 79,853

計 79,853

      

        

              ―――

        

※６ 約定見返勘定は純額で表示し

ております。なお、上記相殺

前の約定見返勘定(借方)の総

額は25,457,904千円、約定見

返 勘 定 ( 貸 方 ) の 総 額 は

25,412,409千円であります。 

 

※６ 約定見返勘定は純額で表示し

ております。なお、上記相殺

前の約定見返勘定(借方)の総

額は30,786,465千円、約定見

返 勘 定 ( 貸 方 ) の 総 額 は

30,763,931千円であります。

※６ 約定見返勘定は純額で表示し

ております。なお、上記相殺

前の約定見返勘定(借方)の総

額は34,010,194千円、約定見

返 勘 定 ( 貸 方 ) の 総 額 は

34,016,410千円であります。

 ７ 保証債務

   当社従業員の住宅融資制度に

よる金融機関からの借入金に

対する保証

3,186千円 

 

 ７ 保証債務

同左

2,378千円

 ７ 保証債務

同左

2,783千円

※８ 特別法上の準備金の計上を規

定した法令の条項は次のとお

りであります。

   証券取引責任準備金

    証券取引法第51条

※８ 特別法上の準備金の計上を規

定した法令の条項は次のとお

りであります。

   証券取引責任準備金

    旧証券取引法第51条

※８ 特別法上の準備金の計上を規

定した法令の条項は次のとお

りであります。

   証券取引責任準備金

    証券取引法第51条
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(中間損益計算書関係) 

  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１(1) トレーディング損益の内訳

は次のとおりであります。

千円

トレーディング
損益

株券等 385,928

債券等 1,071

その他 10,403

計 397,403

※１(1) トレーディング損益の内訳

は次のとおりであります。

千円

トレーディング
損益

株券等 371,775

債券等 2,318

その他 11,137

計 385,230
 

※１(1) トレーディング損益の内訳

は次のとおりであります。

千円

トレーディング
損益

株券等 834,724

債券等 20,420

その他 36,738

計 891,883

  (2) 時価法による評価損益はト

レーディング損益に含めて

おります。

内訳 千円

株券等 －

債券等 424

その他 △652

計 △228

  (2) 時価法による評価損益はト

レーディング損益に含めて

おります。

内訳 千円

株券等 －

債券等 29

その他 △741

計 △712

  (2) 時価法による評価損益はト

レーディング損益に含めて

おります。

内訳 千円

株券等 －

債券等 469

その他 186

計 656

  (3) トレーディング損益には証

券先物取引等の売買損益を

含んでおります。

  (3) トレーディング損益には市

場デリバティブ取引等の売

買損益を含んでおります。

  (3) トレーディング損益には証

券先物取引等の売買損益を

含んでおります。

  (4) その他のトレーディング損

益は外国為替取引でありま

す。

  (4) その他のトレーディング損

益は外国為替取引でありま

す。

  (4) その他のトレーディング損

益は外国為替取引でありま

す。

※２ 当中間会計期間の減価償却実

施額は次のとおりでありま

す。

千円

有形固定資産 20,934

無形固定資産 19,436

長期前払費用
(その他の投資等)

32

計 40,402

※２ 当中間会計期間の減価償却実

施額は次のとおりでありま

す。

千円

有形固定資産 21,503

無形固定資産 22,923

長期前払費用
(その他の投資等)

1,050

計 45,476

※２ 当事業年度の減価償却実施額

は次のとおりであります。

千円

有形固定資産 44,094

無形固定資産 40,190

長期前払費用
(その他の投資等)

64

計 84,349

 

※３ 営業外収益のうち主要なもの

は次のとおりであります。

千円

受取配当金 107,559

 

※３ 営業外収益のうち主要なもの

は次のとおりであります。

千円

受取配当金 74,106

 

※３ 営業外収益のうち主要なもの

は次のとおりであります。

             千円

受取配当金 133,860

※４ 営業外費用のうち主要なもの

は次のとおりであります。 

           千円 

 

    店舗移転費用   29,898

※４ 営業外費用のうち主要なもの

は次のとおりであります。 

           千円 

 

   店舗移転等費用   11,362
               

※４ 営業外費用のうち主要なもの

は次のとおりであります。 

           千円

       

店舗移転等費用  35,598 

筆跡鑑定費用    8,710 

その他       5,056 

  計       49,364  
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

１ 発行済株式に関する事項 

   

  

  
２ 自己株式に関する事項 

   

（注）自己株式の株式数の増加14株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

  
３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 平成17年及び平成18年新株予約権は権利行使期間の初日が到来しておりません。 

２ 平成18年新株予約権の増加は、新株予約権の発行によるものであります。 
  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 

        該当事項はありません。 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 10,581,824 ― ― 10,581,824

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株)（注） ― 14 ― 14

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当中間会計
期間末残高
(千円)

前事業
年度末

増加 減少
当中間 

会計期間末

提出会社
平成17年新株予約権 普通株式 779,400 ― ― 779,400 ―

平成18年新株予約権 普通株式 ― 20,600 ― 20,600 ―

合計 779,400 20,600 ― 800,000 ―

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 211,636 20.00 平成18年３月31日 平成18年６月29日
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当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 

１ 発行済株式に関する事項 

   

  

  
２ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

     単元未満株式の買取りによる増加         348株 

     第62回定時株主総会決議による取得      250,100株 

  

  
３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) 平成17年新株予約権の減少は、消却によるものであります。 

  
  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 

        該当事項はありません。 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 10,581,824 ― ― 10,581,824

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株)（注） 90 250,448 ― 250,538

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当中間会計
期間末残高
(千円)

前事業
年度末

増加 減少
当中間 

会計期間末

提出会社
平成17年新株予約権 普通株式 740,200 ― 2,400 737,800 ―

平成18年新株予約権 普通株式 20,000 ― ― 20,000 ―

合計 760,200 ― 2,400 757,800 ―

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成19年５月30日 
取締役会

普通株式 211,634 20.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

１ 発行済株式に関する事項 

 
 

 

２ 自己株式に関する事項 

 
（注）自己株式の株式数の増加90株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 平成17年及び平成18年新株予約権の減少は、消却によるものであります。 

２ 平成18年新株予約権の増加は、発行によるものであります。 

３ 平成17年及び平成18年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
         

  

  

  

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 10,581,824 ― ― 10,581,824

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) ― 90 ― 90

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業
年度末残高
(千円)

前事業
年度末

増加 減少
当事業 
年度末

提出会社
平成17年新株予約権 普通株式 779,400 ― 39,200 740,200 ―

平成18年新株予約権 普通株式 ― 20,600 600 20,000 ―

合計 779,400 20,600 39,800 760,200 ―

決議 株式の種類
配当金の総額 

(千円)
１株当たり配当額 

(円)
基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 211,636 20.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成19年５月30日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 211,634 20.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金・預金勘定 5,210,571千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△40,000

現金及び
現金同等物

5,170,571

※現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金・預金勘定 2,800,253千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

―

現金及び
現金同等物

2,800,253

※現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

現金・預金勘定 7,047,743千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

―

現金及び
現金同等物

7,047,743
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(リース取引関係) 

  

 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引に係

る注記

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額お

よび中間期末残高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引に係

る注記

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額お

よび中間期末残高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引に係

る注記

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額お

よび期末残高相当額
(単位：千円)

器具・ 
備品

ソフト 
ウェア

合計

取得価額 
相当額

82,284 160,082 242,366 

減価償却 
累計額 
相当額

67,343 129,582 196,926 

中間 
期末残高 
相当額

14,940 30,499 45,440 

(単位：千円)

器具・
備品

ソフト
ウェア

合計

取得価額
相当額

15,248 32,100 47,348

減価償却
累計額 
相当額

6,353 13,910 20,263

中間 
期末残高 
相当額

8,894 18,190 27,084

(単位：千円)

器具・ 
備品

ソフト 
ウェア

合計

取得価額
相当額

49,989 32,100 82,089

減価償却
累計額 
相当額

38,264 10,700 48,964

期末残高
相当額

11,725 21,400 33,125

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 18,434千円

１年超 28,268千円

合計 46,703千円

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 9,482千円

１年超 18,411千円

合計 27,894千円

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額

１年内 10,739千円

１年超 23,187千円

合計 33,927千円

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額および支払利息相当額

支払リース料 25,444千円

減価償却費
相当額

23,426千円

支払利息
相当額

940千円

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額および支払利息相当額

支払リース料 6,045千円

減価償却費
相当額

5,646千円

支払利息
相当額

461千円

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額および支払利息相当額

支払リース料 38,803千円

減価償却費
相当額

35,741千円

支払利息
相当額

1,523千円

 

 (4) 減価償却費相当額および利息

相当額の算定方法

   減価償却費相当額の算定方法

    リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法によっております。

   利息相当額の算定方法

    リース料総額とリース物件

の取得価額相当額の差額を

利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息

法によっております。 

 

２ オペレーティング・リース取引 

に係る注記

  未経過リース料

１年内 1,848千円

１年超 3,388千円

合計 5,236千円
 

 (4) 減価償却費相当額および利息

相当額の算定方法

同左

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

２ オペレーティング・リース取引 

に係る注記

  未経過リース料

１年内 1,848千円

１年超 1,540千円

合計 3,388千円
 

 (4) 減価償却費相当額および利息

相当額の算定方法

同左

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

２ オペレーティング・リース取引 

に係る注記

  未経過リース料

１年内 1,848千円

１年超 2,464千円

合計 4,312千円
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(有価証券関係) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

前中間会計期間末、当中間会計期間末、前事業年度末ともに該当事項はありません。 

  

２ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

前中間会計期間末、当中間会計期間末、前事業年度末ともに該当事項はありません。 

  

３ その他有価証券で時価のあるもの 

(1) 前中間会計期間末(平成18年９月30日現在) 

 
  

(2) 当中間会計期間末(平成19年９月30日現在) 

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当中間会計期間において減損処理を行い、投

資有価証券評価損18,240千円を計上しております。 

  

(3) 前事業年度末(平成19年３月31日現在) 

 
  

４ 時価評価されていない主な有価証券 

 
注１ 前中間会計期間末における営業投資有価証券非上場株式は、減損処理後の帳簿価額であります。 
   なお、減損により営業投資有価証券評価損6,089千円を計上しております。 
注２ 当中間会計期間末における営業投資有価証券非上場株式は、減損処理後の帳簿価額であります。 
   なお、減損により営業投資有価証券評価損2,774千円を計上しております。 
注３ 前事業年度末における投資有価証券非上場株式は、減損処理後の帳簿価額であります。 
   なお、減損により投資有価証券評価損1,074千円を計上しております。 
  

取得原価(千円)
中間貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

株式 2,303,499 5,537,220 3,233,720

合計 2,303,499 5,537,220 3,233,720

取得原価(千円)
中間貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

株式 2,285,259 4,241,796 1,956,537

合計 2,285,259 4,241,796 1,956,537

取得原価(千円)
貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

株式 2,303,499 5,372,209 3,068,710

合計 2,303,499 5,372,209 3,068,710

種 類

前中間会計期間末
平成18年９月30日現在

当中間会計期間末
平成19年９月30日現在

前事業年度末
平成19年３月31日現在

中間貸借対照表計上額
(千円)

中間貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

営業投資有価証券に属するもの

 非上場株式(注１・注２） 34,410 31,635 34,410

投資有価証券に属するもの

 非上場株式(注３） 1,281,148 951,280 951,280

 その他 18,520 12,109 12,986

  合計 1,334,079 995,025 998,677
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(デリバティブ取引関係) 

デリバティブ取引の契約額等、時価および評価損益 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

(1) 株式

  該当事項はありません。

(1) 株式

同左

(1) 株式

同左

(2) 債券・金利

  該当事項はありません。

(2) 債券・金利

同左

(2) 債券・金利

同左

 

(3) 通貨

区分 種類
契約
額等

(千円)

契約額等 
のうち 
１年超 
(千円)

時価

(千円)

評価
損益

(千円)

市場
取引
以外
の取
引

為替予 
約取引

売建 94,371 ― 95,144 △ 773

米ドル 94,371 ― 95,144 △ 773

買建 942 ― 947 5

米ドル 942 ― 947 5

計 95,313 ― 96,092 △ 767

  

 
 

(3) 通貨

区分 種類
契約
額等

(千円)

契約額等
のうち 
１年超 
(千円)

時価

(千円)

評価
損益

(千円)

市場
取引
以外
の取
引

為替予 
約取引

売建 195,631 ― 196,288 △ 656

米ドル 195,631 ― 196,288 △ 656

買建 5,028 ― 5,014 △ 13

米ドル 3,580 ― 3,571 △ 8

HKドル 1,447 ― 1,442 △ 4

計 200,660 ― 201,303 △ 670
 

(3) 通貨

区分 種類
契約
額等

(千円)

契約額等
のうち
１年超
(千円)

時価

(千円)

評価
損益

(千円)

市場
取引
以外
の取
引

為替予 
約取引

売建 28,288 ― 28,302 △ 13

米ドル 28,288 ― 28,302 △ 13

買建 10,459 ― 10,544 84

米ドル 10,459 ― 10,544 84

計 38,748 ― 38,846 71

(注) 時価の算定方法

   期末の時価は先物為替相場を

使用しております。

(注) 時価の算定方法

同左

(注) 時価の算定方法

同左
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(ストック・オプション等関係) 

前中間会計期間 （自 平成18年４月1日  至 平成18年９月30日） 

  

    当中間会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 
   注１ ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、株式会社りそな銀行との出向契約に 

 基づき当社業務に従事している者を除き、権利行使時において当社の取締役、監査役もしくは社員等の地位にある 

 ことを要する。ただし、当社の取締役及び監査役が任期満了を理由に退任した場合、その他正当な理由があると 

 当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。 

   ②新株予約権者のうち、株式会社りそな銀行との出向契約に基づき当社業務に従事している者は、権利行使時に 

 おいて当社の取締役、監査役もしくは社員等の地位にあること、または、出向契約に基づいて当社業務に従事 

 していることを要する。ただし、当社の取締役、監査役を任期満了を理由に退任した場合、出向期間満了を理由 

 に当社業務に従事していない場合、その他正当な理由があると当社取締役会が承認した場合は、この限りでは 

 ない。 

  

  

当中間会計期間 （自 平成19年４月1日  至 平成19年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

平成18年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社従業員25名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 20,600株

付与日 平成18年４月７日

権利確定条件 注１

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 自 平成19年６月30日 至 平成27年６月29日

権利行使価格(円） 825

付与日における公正な評価単価(円） ―
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前事業年度 （自 平成18年４月1日  至 平成19年３月31日） 

     ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

     （１）ストック・オプションの内容 

 
  

 
  

 
  

注１ ① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。）は、株式会社りそな銀行との出向契約に

基づき当社業務に従事している者を除き、権利行使時において当社の取締役、監査役もしくは社員等の地位

にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役が任期満了を理由に退任した場合、その他正当な理

由があると当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。 

② 新株予約権社のうち、株式会社りそな銀行との出向契約に基づき当社業務に従事しているものは、権利行使

時において当社の取締役、監査役もしくは社員等の地位にあること、または、出向契約に基づいて当社業務

に従事していることを要する。 ただし、当社の取締役、監査役を任期満了を理由に退任した場合、出向契

約満了を理由に当社業務に従事していない場合、その他正当な理由があると当社取締役会が承認した場合

は、この限りではない。 

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年６月29日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 ４名
当社監査役  ３名 
当社社員等 197名
株式会社りそな銀行との出向契約に基づき
当社業務に従事している者 ４名

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 767,400

付与日 平成17年７月８日

権利確定条件 (注)１

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成19年６月30日
～平成27年６月29日

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年７月８日

付与対象者の区分及び人数
当社社員 １名
株式会社りそな銀行との出向契約に基づき
当社業務に従事している者 １名

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 12,000

付与日 平成17年７月８日

権利確定条件 (注)１

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成19年６月30日
～平成27年６月29日

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年３月30日

付与対象者の区分及び人数
当社社員 24名
株式会社りそな銀行との出向契約に基づき
当社業務に従事している者 １名

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 20,600

付与日 平成18年４月７日

権利確定条件 (注)１

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成19年６月30日
～平成27年６月29日
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     （２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

       ① ストック・オプションの数 

  

 
      

       ② 単価情報 

  

 
(注） 会社法の施行前に付与されたストック・オプションであるため記載しておりません。 

  

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成17年６月29日 平成17年７月８日 平成18年３月30日

権利確定前

 期首(株) 767,400 12,000 ―

 付与(株) ― ― 20,600

 失効(株) 39,200 ― 600

 権利確定(株) ― ― ―

 未確定残(株) 728,200 12,000 20,000

権利確定後

 期首(株) ― ― ―

 権利確定(株) ― ― ―

 権利行使(株) ― ― ―

 失効(株) ― ― ―

 未行使残(株) ― ― ―

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成17年6月29日 平成17年7月8日 平成18年3月30日

権利行使価格(円） 825 825 825

行使時平均株価 ― ― ―

公正な評価単価(付与日)(円）  
(注）

― ― ―
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(持分法損益等) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  当社は関連会社がないため該当事項はありません。 

 当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  当社は関連会社がないため該当事項はありません。 

 前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  当社は関連会社がないため該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

  

 
  

  （注）１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 
１株当たり純資産額 1,377.80円

 
１株当たり純資産額 1,417.66円 １株当たり純資産額 1,458.96円

 
１株当たり中間純利益 41.30円

 
１株当たり中間純利益 49.33円 １株当たり当期純利益 80.72円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、新株予

約権の残高はありますが、当社株式

は非上場であるため、期中平均株価

が把握できないため記載しておりま

せん。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、新株予

約権の残高はありますが、当社株式

は非上場であるため、期中平均株価

が把握できないため記載しておりま

せん。

 なお、新株予約権の残高はありま

すが、当社株式は非上場であり、期

中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。

項目
前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益(千円) 436,975 517,760 854,130

普通株式に係る 
中間(当期)純利益(千円)

436,975 517,760 854,130

普通株主に帰属しない金額 
(千円)

― ― ―

普通株式の期中平均株式数 
(千株)

10,581 10,496 10,581

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に含ま
れなかった潜在株式の概要

潜在株式の種類(新株予約権) 潜在株式の種類(新株予約権) 潜在株式の種類(新株予約権)

潜在株式の数(4,000個) 潜在株式の数(3,789個) 潜在株式の数(3,801個)

これらの詳細については、第４

提出会社の状況、１株式等の状

況、(2)新株予約権等の状況に

記載のとおりであります。

これらの詳細については、第４

提出会社の状況、１株式等の状

況、(2)新株予約権等の状況に

記載のとおりであります。

これらの詳細については、第４

提出会社の状況、１株式等の状

況、(2)新株予約権等の状況に

記載のとおりであります。
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(重要な後発事象) 

 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

自己株式取得の決議 

 平成19年６月28日開催の第62期定時株主総会において、今後の弾力的な資本政策を可能にするた

め、会社法160条の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から次期定時株主総会終結の時まで

に、当社普通株式1,000,000株、取得価額の総額1,151,000千円を限度として取得することを決議し

ております。 
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(2) 【その他】 

該当事項はありません。 
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第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

（1）
有価証券報告書 事業年度 自 平成17年４月１日 平成19年６月22日
の訂正報告書 （第61期） 至 平成18年３月31日 関東財務局長に提出。

（2）
有価証券報告書 事業年度 自 平成18年４月１日 平成19年６月28日
及びその添付書類 （第62期） 至 平成19年３月31日 関東財務局長に提出。

（3）
有価証券報告書 事業年度 自 平成18年４月１日 平成19年８月24日
の訂正報告書 （第62期） 至 平成19年３月31日 関東財務局長に提出。
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該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月26日

そしあす証券株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているそしあす証券株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第62期事業年度の中間会計期

間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損

益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この

中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、そしあす証券株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関す

る有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  生  駒  和  夫  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  水  守  理  智  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  志  村  さ や か  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月26日

そしあす証券株式会社 

取締役会 御中 

 

 

 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているそしあす証券株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第63期事業年度の

中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行

った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、そしあす証券株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関す

る有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  水  守  理  智  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  浅  野    功   ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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